
１　整理番号

集3-024

２　計画期間（縦覧期間）

 令和４年４月１日～令和14年３月31日

３　経営管理権集積計画の対象森林

４　縦覧場所

(１)　田辺市役所農林水産部森林局山村林業課

(２)　田辺市ホームページ

（リンク先　http://www.city.tanabe/sanson/shusekikeikaku.html　）

５　本公告により、田辺市に経営管理権が、森林所有者に経営管理受益権がそれぞれ設定される。

田辺市告示第300号

経営管理権集積計画の作成に関する公告

　下記森林について、森林経営管理法（平成30年法律第35号）第４条第１項の規定により経営管理

権集積計画を定めたため、同法第７条第１項の規定により公告する。

　なお、定めた経営管理権集積計画については、下記場所において縦覧に供する。

　　　令和 ３ 年 12 月 27 日 

田辺市長　真　砂　充　敏　　　

記

147ﾛ1,2,3,4,5,6,ﾊ3

143ﾊ2,3,4,5

林班・小班

147ﾊ3

11.4021

面積（ha）

0.9777

6.5416

3.8828

地目

保安林

保安林

山林

所在・地番

伏菟野字熊野川650-3

伏菟野字熊野川650-4

伏菟野字前谷738

合　　　計



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

1

2

650-3 ハ 保安林 0.9777 2022.4.1

650-4
ロ

ハ

保安林 6.5416 2022.4.1

3

1,3,4,
5

2

6

3

ヒノキ

ヒノキ

スギ

その他
広葉樹

ヒノキ

147
田辺市伏
菟野字熊

野川

5

〇経営管理実施
権は設定しない

乙から甲に対し
て金銭の支払は
行わない。

3

ヒノキ

その他
広葉樹

スギ

2022.4.1738

4

田辺市伏
菟野字前

谷
143 ハ

2,5

3

4

山林 3.8828

10年間
(2032.3.31

まで)

10年間
(2032.3.31

まで)

経 営 管 理 権 集 積 計 画

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
　和歌山県田辺市長　真砂　充敏 　和歌山県田辺市新屋敷町１番地

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）

集
3-024

木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき

金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法所　在
現況
樹種

現況
林齢

面積
ha

地番 林班 準林班 小班 地目
備考

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

番号

〇経営管理実施権は設定しな
い。

○乙は、存続期間中に保育間
伐及び森林の保護等の全部又
は一部を実施する。なお、森
林作業道や歩道の設置は行
わないものとする。

○乙は、施業の実施にあたっ
ては、施業後の林内整理の実
施や、渓畔林における不必要
な伐採は控える等、森林の
公益的機能の維持・増進に配
慮するものとする。

○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回の
森林の巡視を行うものとし、
当該巡視は林道からの目視
によって判断できる限りで行
う。

〇乙は、気象災等により、当
該森林において立木や土砂の
流出、倒木等の被害が発生し
た場合、森林の公益的機能
の維持や、第三者に与える損
害を考慮し、土砂や倒木の撤
去等必要な対策を講じるもの
とする。

〇経営管理実施権は設定しな
い。

（１．甲に支払われるべき金銭
の額の算定方法）
○経営管理権に基づき乙が実施
する間伐等の結果生じた木材の
販売による収益は乙のものと
し、経営管理に要した経費に充
当する。

（２．留意事項）
○乙が経営管理を行うために要
した経費は、乙が負担するもの
とする。

32,50

76

66

10年間
(2032.3.31

まで)

経営管理権に基づいて行われる
経営管理の内容（Ｃ）

50

44,50,
52,53

61

81

50

整　理
番　号



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上） 印

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上） 　

1 650-3 ハ 保安林 0.9777

650-42
ロ

ハ

1,3,4,
5

2

6

3

保安林 6.5416

147
田辺市伏
菟野字熊

野川

番号 所　在 地番

3

準林班 小班 地目
備考現況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

面積
ha

現況
樹種

林班

和歌山県田辺市長　真砂　充敏

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

50ヒノキ

4

5

3
田辺市伏
菟野字前

谷

ヒノキ

スギ

その他
広葉樹

ヒノキ

44,50,
52,53

61

81

50

738 143 ハ

2,5

3

4

山林 3.8828

ヒノキ

その他
広葉樹

スギ

32,50

76

66










